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令和５年５月１０日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和５年５月１０日午前９時農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

 

    

      

 １番  小 西 嘉 之     １０番  鈴 木 敏 夫 

２番  加 藤 堅之助     １１番  中 野 龍太郎 

３番  髙 橋 秀 行     １２番  佐 藤   久 

４番  佐々木 竜 孝     １３番  欠     番 

５番  奥 山 秀 治     １４番  髙 橋 正 和 

  ６番  佐々木 定 廣     １５番  深 沢   靖 

 ７番  深 田 秋 彦     １６番  山 田 貞 子 

  ８番  細 井 千代文     １７番  髙 橋 正 尚 

９番  井 関 一 良      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 本会委員出席者  １６名 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

   

  

な  し 
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１． 出席事務局職員 

 

局  長           佐々木 龍 悦 

庶務班長兼農地調整班長    加 藤 隆 輝 

農地調整班上席主査      髙  橋 章 浩 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３  議案第２１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

第 ４  議案第２２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定について 

第 ５  議案第２３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定について（農地中間管理権の取得） 

第 ６  議案第２４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積等促進計画の決定について（要請） 

 第 ７  議案第２５号 令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進

の状況その他事務の実施状況の公表について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午前９時５４分本委員会の閉会を告げた。 
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令和５年５月１０日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和５年５月１０日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午前９時 

  

４．閉     会     午前９時５４分 

 

５．議事録署名委員      ８番 細 井 千代文 

９番 井 関 一 良 

   

 

●議  長 それでは、ただ今から令和５年第５回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、８番、細井委員、 

９番、井関委員を指名します。   

●議  長 次に、日程第２、議案第２０号農地法第３条の規定による許可申請について

を上程し議題とします。議案第２０号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２０号、申請番号２３番から申請番号３１番について議案書をも

とに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

 申請番号２３番、仙南地区の畑１筆、４３０㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。受人は家庭菜園のため当該地を購入するものです。売買価

格は１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号２４番、六郷地区の田５筆、仙南地区の田１筆、計２３，５０３㎡、

渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。両者は親子で、後継者への一部

贈与ですので対価はありません。 

申請番号２５番、千畑地区の田２筆、２，０１６㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。両者は当該地を長年賃貸借契約しておりましたが、当

初からいずれ売却する約束であったため今回の売買となりました。売買価格

は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２６番、六郷地区の畑１筆、２６９㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。渡人は高齢になり耕作できなくなり、当該地の隣地に居住

している受人が家庭菜園をするため売買するものです。売買価格は総額で 
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○○○円です。 

申請番号２７番、六郷地区の田１筆、１，０１２㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。当該地は合作地となっており、また渡人は当該地を手

放したく、売買するものです。売買価格は総額で○○○円です。 

申請番号２８番、千畑地区の畑１筆、４３０㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。両者は当該地を長年賃貸借しておりましたが、受人が家庭

菜園をするため、贈与することとなりました。対価はありません。 

申請番号２９番、仙南地区の畑１筆、渡人は○○○さん、受人は○○○さん

です。両者は親子です。当該地は受人居住の隣地にあり、家庭菜園をするた

め贈与するものです。対価はありません。 

続きまして使用貸借権です。 

申請番号３０番、千畑地区の田１１筆、六郷地区の田１８筆、畑２筆、計 

５０，０３６㎡、渡人は○○○さん、受け人は○○○さんです。公社特例事

業で４月総会の案件でありました○○○さんから秋田県農業公社へ所有権移

転した農地です。受人は１０年分割で地代を支払った後、秋田県農業公社か

ら受人へ所有権が移る予定です。 

続きまして賃貸借権です。 

申請番号３１番、千畑地区の田６筆、１０，６４１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。これまで耕作していた方が耕作できなくなり、新し

い受人が耕作するものです。１０ａあたり○○○円で期間は３年間です。 

申請番号２３番から３１番までの申請内容につきましては、農地法第３条第

２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たしているものと考

えられます。以上です。 

●議  長 議案第２０号について事務局より説明が終わりました。申請番号２９番につ

いては家族案件ですので、先ずは申請番号２３番から申請番号２８番につい

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２３番から申請番号２８番につい

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２３番から申請番号２８番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号２９番についてですが、家族案件ですので農業委員会等に関

する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                       ○番委員 退席 午前９時１０分 

       

●議  長 それでは、申請番号２９番について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２９番については原案のとおり決
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することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

ご異議なしと認めます。よって、申請番号２９番については原案のとおり決

しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                       ○番委員 着席 午前９時１１分 

 

●議  長 それでは、申請番号３０番から申請番号３１番について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３０番から申請番号３１番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３０番から申請番号３１番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第２、議案第２０号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 次に、日程第３、議案第２１号農地法第５条の規定による許可申請について 

を上程し議題とします。議案第２１号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２１号、申請番号３番から申請番号９番について議案書をもとに

朗読、説明 】 

申請番号３番、千畑地区の田１筆、２２４㎡、渡人は○○○さん、受人は○

○○さんです。両者は兄妹です。受人は、家族が増えることになり、それに

伴って車も増えることになるため、カーポート建設のため農地転用の申請を

しました。面積はカーポート３３㎡、通路、雪捨て場、緩衝地１９１㎡です。

総事業費は○○○円で全額自己資金で、用地取得費はありません。当該地は

第１種農地ですが、農地法施行規則第３３条第４号にあります「住宅その他

申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必

要な施設で集落に接続して接地されるものに該当する」と判断しております。

この案件につきましては、７ページに位置図、８ページに配置図、９ページ

に公図を添付しております。 

      申請番号４番、仙南地区の田１筆、畑１筆、計４，７７７㎡、渡人は○○○

さん、受人は○○○さんです。受人は現在の資材置場は周辺の道路が狭く、

大型車の通行に支障があるため、交通の便がよい当該地に資材置場の新設を

計画しました。面積は、資材置場３，９１０㎡、休憩所、駐車場、通路、雪

捨て場・緩衝地８６７㎡です。総事業費は○○○円で全額借入資金です。用

地取得費は○○○円です。当該地は第２種農地ですが、今回の案件に当ては

めますと、農地法施行規則第４５条第１項第２号にあります「美郷町役場仙

南出張所からおおむね５００ｍ以内の区域内の農地」になると判断しており

ます。この案件につきましては、１０ページに位置図、１１ページに配置図、

１２ページに平面図、立面図、１３、１４ページに公図を添付しております。 
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申請番号５番、六郷地区の田１筆、２２０㎡、渡人は○○○さん、受人は○

○○さんです。両者は親子です。受人は婚姻を機会に住宅を新築するため農

地転用の申請をしました。面積は一般住宅７９．３０㎡、通路、雪捨て場、

緩衝地１４０．７０㎡です。総事業費は○○○円で全額借入資金、用地取得

費はありません。当該地は第１種農地ですので、申請番号３番と同じ説明と

なります。この案件につきましては、１５ページに位置図、１６ページに配

置図、１７ページに平面図、１８ページに立面図、１９ページに公図を添付

しております。 

申請番号６番、仙南地区の畑２筆、４９５㎡、渡人は○○○さん、受人は○

○○さんです。受人は現在町内のアパートで暮らしておりますが、子供の成

長に伴ってアパートが手狭になってきたため住宅の新築を計画しました。面

積は一般住宅５１．７８㎡、カーポート３３㎡、通路・雪捨て場・緩衝地４

１０．２２㎡です。総事業費は○○○円で、全額借入資金、用地取得費は○

○○円です。当該地は第１種農地ですので、申請番号３番と同じ説明になり

ます。この案件につきましては、２０ページに位置図、２１ページに配置図、

２２ページに平面図、２３ページに立面図、２４ページに公図を添付してお

ります。 

申請番号７番、千畑地区の田２筆、４８１㎡、渡人は○○○さん、受人は○

○○さん、○○○さんです。受人は渡人の息子夫婦です。受人は渡人と現在

一緒に住んでいますが、受人の子供の成長に伴って住居が手狭になってきた

ことから住宅の新築を計画しました。面積は一般住宅が９７．３㎡、駐車ス

ペース、通路、緩衝地２７６．２９㎡、雪捨て場１０７．４１㎡です。総事

業費は○○○円、自己資金と借入資金があり用地借上げ経費はありません。

当該地は第１種農地ですので、申請番号３番と同じ説明となります。この案

件につきましては、２５ページに位置図、２６ページに配置図、２７ページ

に平面図、２８ページに立面図、２９ページに公図を添付しております。 

申請番号８番、千畑地区の田１筆、１，０２５㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。新規事業に着手することになり、作業場の増築と新たな

資材置場が必要になったことと、大型車による資材の搬入スペースも必要な

ため、現在の駐車場の移設も必要になったことから農地転用の申請をしまし

た。面積は作業場の増築９９．３７㎡、通路・雪捨て場・緩衝地２９７．１

２㎡、駐車場３５３．２７㎡、資材置場２７５．２４㎡です。総事業費○○

○円で、全額借入資金、用地借上げ経費はありません。当該地は第１種農地

ですので、申請番号３番と同じ説明となります。この案件につきましては、

３０ページに位置図、３１ページに配置図、３２ページに平面図、３３、３

４ページに立面図、３５ページに公図を添付しております。 

申請番号９番、六郷地区の田１筆、３７８㎡、渡人は○○○さん、受人は○

○○さんです。両者は親子です。受人は子供の成長に伴って生活用品等が増

え、自宅も手狭となってきたため、新たな物置が必要になり農地転用の申請

をしました。面積は物置が４４．７２㎡、通路・雪捨て場、緩衝地３３３．

２８㎡です。総事業費は○○○円で全額自己資金、用地借上げ経費はありま
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せん。当該地は第１種農地ですので、申請番号３番と同じ説明になります。

この案件につきましては、３６ページに位置図、３７ページに配置図、３８

ページに平面図、３９ページに立面図、４０ページに公図を添付しておりま

す。以上です。 

●議  長 議案第２１号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行いますが、転用ですので申請番号３番から順次 

調査の報告をお願いします。 

８番委員 申請番号３番についてご報告いたします。４月２６日午前１１時、会長、事

務局髙橋さん、受人の代理の方と私とで現場を確認し調査いたしましたが、

何ら問題がなかったことをご報告いたします。 

●議  長 続いて、申請番号４番についてお願いします。 

１０番委員 申請番号４番についてご報告いたします。４月２６日夕方５時、井関委員、

事務局髙橋さん、○○○さんとともに現地を確認しました。内容につきまし

ては記載の通りで、何ら問題がなかったことをご報告いたします。 

●議  長 続いて、申請番号５番についてお願いします。 

１番委員 申請番号５番について調査の報告をいたします。５月２日午後１時半頃、加

藤委員と私とで○○○さん宅へ伺いまして、現地を確認しながら調査いたし

ました。何ら問題がなかったことをご報告いたします。 

●議  長 続いて、申請番号６番についてお願いします。 

２番委員 申請番号６番について調査の報告をいたします。５月２日午後１時、小西委

員と現地に行き、渡人と受人の代理人であります○○○さんと現地を確認し

ながら調査項目に則り調査いたしました。何ら問題がなかったことをご報告

いたします。 

●議  長 続いて、申請番号７番についてお願いします。 

１４番委員 申請番号７番について調査の報告をいたします。４月２７日午前８時４０分

頃、佐々木委員、事務局髙橋さんと○○○さん宅に伺って調査いたしました

が、何ら問題がなかったことをご報告いたします。 

●議  長 続いて、申請番号８番についてお願いします。 

４番委員 同じく４月２７日に髙橋委員、事務局髙橋さんと現地を訪問いたしました。 

     本人には電話でお母様が代理で立ち会うという了解を得ておりましたので、

○○○さんのお母様立ち会いのもと、現場を調査しましたが、何ら問題がな

かったのでご報告いたします。 

●議  長 続いて、申請番号９番についてお願いします。 

３番委員 ４月３０日午前９時、中野委員、○○○さん親子立ち会いのもと調査いたし

ました。何ら問題がなかったことをご報告いたします。 

●議  長 申請番号３番から申請番号９番までの調査の報告が終わりましたので、質疑

を行います。 

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３番から申請番号９番までについ

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３番から申請番号９番までについ

ては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第３、議案第２１号については原案のとおり許可相当と意見決定

し、秋田県農業会議に進達します。 

●議  長 次に、日程第４、議案第２２号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第２２号について事務

局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２２号、申請番号３４番から申請番号４３番について議案書をも

とに朗読、説明 】 

      始めに所有権移転です。引き渡し時期はすべて５月３１日を予定しておりま

す。 

      申請番号３４番、仙南地区の田１筆、８２７㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。合作地の解消のため売買するものです。売買価格は１０ａ

あたり○○○円です。受人の経営状況につきましては、資料１ページのとお

りです。受人は農機具一式を所有しております。 

      申請番号３５番、千畑地区の田１筆、２，９７４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。当該地はこれまで賃貸借をしておりましたが、その耕

作者は当該地まで遠方であり耕作不便となっていたため、近隣を耕作してい

る受人が当該地を売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。

受人の経営状況につきましては、資料２ページのとおりです。受人はトラク

ター、田植機、コンバインを所有し、籾摺り乾燥は委託しております。 

      申請番号３６番、千畑地区の田２筆、２，０２５㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。理由は申請番号３５番と同じです。売買価格は総額○

○○円です。受人の経営状況につきましては、申請番号３５番と同じです。 

申請番号３７番、仙南地区の田２筆、３，０２８㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は高齢となり後継者もいなく、隣地を耕作してい

る受人へ農地を売買するものです。売買価格は総額○○○円です。受人の経

営状況につきましては、資料３ページのとおりです。受人は農機具一式を所

有しております。 

      申請番号３８番、仙南地区の畑２筆、７７２㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。渡人は高齢となり、農地を手放したく、これまで耕作して

きた受人へ売買するものです。売買価格は総額○○○円です。受人の経営状

況につきましては、資料４ページのとおりです。受人は農機具一式を所有し

ております。 

続きまして賃借権移転です。全て再設定です。 

 申請番号３９番、千畑地区の田１筆、１，０７９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で期間は１０年間です。

受人の経営状況につきましては、資料５ページのとおりです。受人は農機具

一式を所有しております。 

      申請番号４０番、千畑地区の田７筆、７，００５㎡、渡人は○○○さん、受
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人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間で

す。受人の経営状況につきましては、資料６ページのとおりです。受人は農

機具一式を所有しております。 

      申請番号４１番、仙南地区の田３筆、３，９４５㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間で

す。受人の経営状況につきましては、資料７ページのとおりです。受人は農

機具一式を所有しております。 

      申請番号４２番、仙南地区の田１筆、２，６９６㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間で

す。受人の経営状況は申請番号４１番と同じです。 

      申請番号４３番、仙南地区の田１筆、３，５９４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で期間は１０年間です。

受人の経営状況は申請番号４１番と同じです。 

申請番号３４番から申請番号４３番の１０件につきましては、いずれも農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられ

ます。以上です。 

●議  長 議案第２２号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは申請番号３４番から申請番号４３番についてこれより審議を行い

ます。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３４番から申請番号４３番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３４番から申請番号４３番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第４、議案第２２号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 次に、日程第５、議案第２３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について（農地中間管理権の取得）を上程し議題とします。

議案第２３号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２３号、申請番号８６番から申請番号１０５番について議案書を 

もとに朗読、説明 】 

中間管理事業による賃借権設定です。期間が半端な案件については他の契約

の終了と合わせるためです。 

 申請番号８６番、千畑地区の田４筆、１０，４４５㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年

間です。 

      申請番号８７番、千畑地区の田１筆、１，９５８㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年 

間です。 

申請番号８８番、千畑地区の田２筆、５，４０９㎡、出し手は○○○さん、 
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受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年 

間です。 

申請番号８９番、六郷地区の田３筆、４６７㎡、出し手は○○○さん、受け

手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で期間は８年１ヶ月で

す。 

      申請番号９０番、六郷地区の田５筆、１１，３７３㎡、出し手は○○○さん 

代表相続人○○○さん、受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○ 

○○円で、期間は１０年７ヶ月です。 

申請番号９１番、六郷地区の田１筆、２，３７３㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年 

です。 

      申請番号９２番、仙南地区の田２筆、１，８９５㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年 

間です。 

 申請番号９３番、仙南地区の田６筆、１５，４８５㎡、出し手は○○○さん 

受け手は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

      申請番号９４番、仙南地区の田１筆、６５０㎡、出し手は○○○さん、受 

け手は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。  

申請番号９５番、仙南地区の田４筆、７，４０９㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年 

間です。 

申請番号９６番、仙南地区の田１筆、２，２６６㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年 

間です。 

      申請番号９７番、仙南地区の田１筆、２，２４９㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間 

です。 

 申請番号９８番、仙南地区の田１筆、２，９９７㎡、出し手は○○○さん、 

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間 

です。  

申請番号９９番、仙南地区の田３筆、畑１筆、計１３，５７７㎡、出し手は 

○○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０ 

年間です。 

申請番号１００番、仙南地区の田１筆、２，８８０㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年 

間です。 

      申請番号１０１番、千畑地区の田２筆、５，８７４㎡、出し手は○○○さん 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２年８ 

ヶ月です。 

      申請番号１０２番、千畑地区の田３筆、１１，８２７㎡、出し手は○○○さ 

      ん代表相続人○○○さん、受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり 
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○○○円で、期間は１０年７ヶ月です。 

 申請番号１０３番、千畑地区の田３筆、１４，５１４㎡、出し手は○○○さ 

ん、受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は 

１０年７ヶ月です。 

 申請番号１０４番、千畑地区の田２筆、六郷地区の田１筆、計８，９４７㎡、 

出し手は○○○さん、受け手は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、

期間は１０年７ヶ月です。 

申請番号１０５番、千畑地区の田１筆、１０，００３㎡、出し手は○○○さ 

ん、受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は 

１０年間です。 

申請番号８６番から１０５番までの２０件は、農業経営基盤強化促進法第 

１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第２３号について事務局より説明が終わりました。 

      それでは、申請番号８６番から申請番号１０５番について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号８６番から申請番号１０５番まで

については原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号８６番から申請番号１０５番まで

については原案のとおり決しました。 

      よって日程第５、議案第２３号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

 

●議  長 暫時休憩します。                   午前９時４０分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。          午前９時４６分 

 

●議  長 次に、日程第６、議案第２４号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積等促進計画の策定について（要請）を上程し議題とします。議案第２４ 

号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２４号、申請番号１番から申請番号３番について議案書をもとに

朗読、説明 】 

こちらは賃貸借移転です。 

令和４年度まで農地中間管理事業による賃貸借移転は、関係者から申請を受

付け、農地中間管理機構を経由して、県公告をして決定しておりました。令

和５年度からは基盤法の一部改正により農業委員会が農地中間管理機構へ受

け手を変更するための促進計画を策定することを要請するため、農業委員会

総会に諮るものです。その後機構から町へ認可申請、町で認可、公告すると

いう流れになります。 

 申請番号１番、六郷地区の田３筆、２，２２３㎡、渡人は○○○さん、受け

手は○○○さんです。当該地は渡人から遠方のため、受け手を移転するもの



12 

 

です。 

      申請番号２番、六郷地区の田１筆、３，２２７㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。渡人は債務処理のため農地を処分しており、当該地も受

け手を移転するものです。 

 申請番号３番、六郷地区の田２筆、５，１６６㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。元々の契約が別のため、申請番号２番と分けてあります。

申請理由は申請番号２番と同じです。 

 申請番号１番から３番までの３件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第２４号について事務局より説明が終わりました。 

      それでは、申請番号１番から申請番号３番までについて質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１番から申請番号３番までについ

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番から申請番号３番までについ

ては原案のとおり決しました。 

      よって日程６、議案第２４号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第７、議案第２５号令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の

推進の状況その他事務の実施状況の公表についてを上程し議題とします。 

議案第２５号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２５号について議案書をもとに朗読、説明 】 

このことについては、美郷町農業委員会の令和４年度の実施状況等について、

５月末まで公表することとなっております。 

６１ページ目は農林業センサスや農政課からの数値により現状を表してお 

ります。 

６２ページ目からは最適化活動の実施状況です。（１）現状及び課題の②目 

標ですが、集積率８１．４％に対しまして、③実績が８５％と大幅に上昇し

ております。６２ページ中段にあります、農業委員会の点検結果には、「平場

の水田地帯を中心に集積が進んでおり、順調に集積率が上昇している。」とし

ております。 

（２）遊休農地の解消です。令和４年度は非農地証明や耕作再開で解決とした

ものがありますので、新規に加えた農地もありますが、面積が少なくなって

おります。６３ページ中段にあります、農業委員会の点検結果には「農業委

員一同が遊休農地の現場を調査、検証し、解決に導いたため、遊休農地面積

が減少した」としております。 

６３ページ中段以降は（３）新規参入の促進です。令和４年度は新規参入者

が誰もいませんでした。６４ページにあります、農業委員会の点検結果には、

「新規参入をしようとしている方の希望に沿った農地を探し出すことが難し

く、目標には達することができなかった」としております。 
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２．最適化活動の活動目標ですが、１人あたりの活動日数は１ヶ月あたり８

日が目標でした。また活動強化月間は３回でありました。活動記録簿をみま

すと概ね活動していただいていると思っております。 

６５ページ（３）新規参入相談会への参加目標です。こちらは WEb会議に参

加することが目標でしたが、開催日が合わず目標を達成できませんでした。 

６５ページの太字の部分ですが、目標の達成状況の評語には、「目標に対し 

て期待どおりの結果が得られた」としております。 

６６ページは事務の実施状況です。１は総会の開催日数です。２には農地法

第３条の許可件数が３３件、３には農地転用に関する県への審査会の件数５

件、４の違反転用は０件でした。説明は以上です。 

●議  長 議案第２５号について事務局より説明が終わりました。それでは、質疑、ご

意見等をいただきます。質疑、ご意見ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、議案第２５号については原案のとおり公表

することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号については原案のとおり公表

させていただくことに決しました。 

●議  長 以上で本日の会議案件はすべて終了いたしました。 

 

 

 

 

 

   会議終了 午前９時５４分 
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上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和５年５月１０日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

         議 事 録 署 名 委 員  細  井  千 代 文 

  

 

          議 事 録 署 名 委 員    井  関  一  良 

 

 


